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＜総合計画における関連する指標＞ 

政策６ 県民の命を守る地域保健・医療・福祉 

 施策２ 地域における保健・医療・介護提供体制の充実 

注 計画策定時における直近の実績値 

 

１ 現状と課題 

（１）人口減少による影響 

急激な人口減少や少子高齢化の進展に伴い、高齢者医療の需要は増える一方で、

小児・周産期医療の需要は減少が見込まれる。こうした将来の医療需要の変化に

加え、医師の働き方改革により従来の医療提供体制を維持することが難しくなっ

ており、県民が安心して医療を受けることができるよう、医療機関の役割分担や

連携強化により、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の整備が求めら

れている。 

 

（参考１）年齢別にみた、茨城県の医療需要の将来推計（平成 25(2013)年を 

基準にした割合） 

 

 

 

 

 

 

出典：茨城県地域医療構想（平成 28(2016)年） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 指標名 単位 

現状値（注） Ｒ５(2023)実績 目標値 

Ｒ２(2020)  達成率 評価 Ｒ７(2025) 

26 救急要請から医療機関への 

搬送までに要した時間 

分 43.3  

Ｒ１(2019) 

48.3 

Ｒ４(2022) 

0％ Ｄ 全国平均 

以下  

27 訪問診療を実施している 

診療所・病院数 

箇所 421  

 

454 103％  Ａ 475 
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（２）地域の医療機能の分化・連携 

① 地域医療構想 

将来の医療需要と必要とされる病床機能について、茨城県地域医療構想に定

め、その実現に向けた施策の実施及び今後の方向性に関する検討を進めている。 

高齢化による後期高齢者人口の増大に伴い、本県における入院に係る医療需

要は地域によって違いはあるものの、令和 17(2035)年頃まで増加することが見

込まれ、特に後期高齢者に多い疾患に対応した医療ニーズが高まると予想され

る。 

令和７(2025)年の目指すべき医療提供体制の実現に向けて、二次保健医療圏

ごとに設置した地域医療構想調整会議において協議を進め、各医療機関が担う

役割や病床数等を定めた具体的対応方針をとりまとめ、医療機能の分化と連携

の取組を進めている。 

【協議事項】 

・ 具体的対応方針（病床機能、病床数、拠点化・集約化、地域連携の強化、

専門医療への特化など） 

・ 非稼働病床の今後の運用計画 

・ 各構想区域が目指すべき医療提供体制 など 

効率的かつ質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステム（※１）の

構築を目的に医療機能の分化を促進するための財政的な支援として、地域医療

介護総合確保基金を設置し、急性期病床など過剰となっている病床から不足し

ている回復期病床などへの転換や、過剰な病床の削減を行う医療機関に対して

補助を実施している。 

また、地域医療構想の推進にあたり、地域の合意に基づく最適な医療提供体

制を構築するため、令和６(2024)年度より筑波大学へ業務を委託し、地域医療

の実情を詳細に把握するためのデータ分析を行っている。 

※１ 地域包括ケアシステム：高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護など、地

域の包括的な支援・サービスが一体的に提供される体制 

   （参考２）地域医療構想の推進に関する主要事業 

事業名 概要 

病床機能転換等 

促進事業 

地域において過剰な病床機能から不足する病床機能へ

の転換等を行う医療機関に補助を行う 

令和６(2024)年度実績 ２医療機関 63床（国補２/３） 

病床機能再編 

支援事業 

地域において過剰な病床機能を削減する医療機関に削

減前の病床稼働率に応じた補助を行う 

令和６(2024)年度実績 ３医療機関 28床（国補 10/10） 

地域医療提供体制 

データ分析チーム 

構築支援事業 

筑波大学への業務委託により、令和６(2024)年度は医

療介護レセプトのデータベース化及びオープンデータ

公的統計等の整理分析を実施 
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機能別病床数の現状として、構想策定時と比較すると、全体の病床数は減少

する一方、過剰な急性期から回復期への転換等が図られており、一定の成果が

見られるものの、引き続き、将来目指すべき医療提供体制の実現に向けて検討

を進めていく必要がある。 

 

（参考３）地域医療構想について 

 

平成 27年 

(2015) 

令和５年 

(2023) 

令和７年 

(2025) 

病床種別 実績 実績 

平成 27(2015)年 

との差 必要量 

令和５(2023)年 

との差 

高度急性期 1,999  1,572  ▲ 427 2,179  607不足 

急性期 13,951  11,624  ▲ 2,327 7,445  4,179過剰 

回復期 1,950  3,780  1,830 7,117  3,337不足 

慢性期 6,508  5,788  ▲ 720 5,014   774過剰 

休棟中等 1,665  1,543  ▲ 122 0   1,543過剰 

計 26,073  24,307  ▲ 1,766 21,755   2,552過剰 

注 令和７(2025)年の必要量との差は、地域における協議等を通じた医療機関の自主的な病床

機能の転換などにより、あるべき医療提供体制の構築に取り組むうえでの参考とするもの

であり、過剰となる見込みであることをもって、ただちに病床を削減するものではない 

出典：令和６(2024)年病床機能報告 

 

② 医療提供圏域 

小児、救急医療等の医療機能の維持が困難になってきており、特に治療に高

度な技術を要する傷病や、緊急性の高い重篤な傷病に対応する高度医療におい

て機能集約と医療機関の役割分担の明確化が必要である。 

このため、第８次茨城県保健医療計画（以下「第８次計画」という。）におい

て、現行の二次保健医療圏の枠組みを維持しつつ、県内を３つの圏域に分けた

本県独自の圏域として、「医療提供圏域」を新たに設定した。 

現在、５疾病６事業（※２）の各作業部会において、３つの医療提供圏域の

具体化に向けた協議を進めるとともに、圏域ごとに設置した「医療提供圏域調

整会議」において、主に高度医療に関する医療機関の役割分担や連携強化につ

いての協議を進めている。 

今後は、５疾病６事業の圏域設定について、令和８(2026)年度に予定してい

る第８次計画の中間見直しに反映できるよう「茨城県医療審議会保健医療計画

部会」において協議を進めていく。 

※２ ５疾病：がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患 

６事業：救急医療、災害医療、新興感染症発生・まん延時における医療、へき地医療、 

周産期医療、小児医療 
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（参考４）医療提供圏域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）救急医療体制・病院前救護等の充実 

救急医療体制については、初期、二次、三次救急医療機関による医療体制を総

合的・体系的に整備している。 

救急医療体制の充実を図るため、茨城県救急医療情報システム（※３）などを

活用し、消防機関と医療機関との連携強化により救急患者の円滑な受入体制の確

保に取り組んでいる。 

また、限られた医療資源を有効に活用し地域医療の充実を図るため、ＩＣＴを

活用し、地域の中核的な医療機関を繋ぐ遠隔医療ネットワークの構築の支援に取

り組んでいる。 

さらに、本県ドクターヘリの運航をはじめ、近隣のドクターヘリとの連携体制

の構築や消防防災ヘリコプターによるドクターヘリの補完的運航を実施するとと

もに、ドクターカーの運行体制の充実に向け基地病院の体制強化を支援している。 

県民に向けては、ＡＥＤや心肺蘇生法などの普及啓発に取り組むとともに、茨

城県救急電話相談事業の実施や救急搬送における選定療養費の徴収に係る取組の

周知啓発などにより、救急医療の適正利用を推進している。 

救急医療体制の更なる充実に向けて、増加する救急搬送に対応するため、①Ｉ

ＣＴの活用による救急搬送の効率化や②救急医療機関の適正受診・救急車の適正

利用などを引き続き、推進していくとともに、より広域的な枠組みの中で、③救

急医療における医療機能の集約化及び各医療機関相互の役割の明確化を検討して

いく必要がある。 

※３ 茨城県救急医療情報システム： 

救急医療に必要な情報を医療機関と消防本部で相互に共有するシステム。医療機関から収

集した応需情報の消防本部への共有、救急隊から医療機関への傷病者情報の共有、搬送実

績の閲覧などの機能を有する 
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（参考５）茨城県の救急搬送件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）周産期医療体制・小児医療体制の充実 

周産期医療体制については、県内を３つのブロックに分け、各ブロックに総合

周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター及び周産期医療協力病院

を指定し、周産期医療体制の整備を図るとともに、各総合周産期母子医療センタ

ーに周産期搬送コーディネーター（※４）を配置するなど、地域の産婦人科医療

機関、消防機関との連携を強化した総合的な診療体制を確保している。 

今後は、出生数が減少傾向にあるにも関わらず、高齢出産などリスクの高い分

娩に対応する高度な周産期医療の需要の増大や、開業医の高齢化・後継者不足に

よる分娩取扱施設の減少など、周産期医療を取り巻く環境は厳しい状況にある中

で、各地域の周産期医療体制を維持していく必要がある。 

また、小児医療体制については、拠点方式や輪番制による小児救急医療体制を

整備するとともに、筑波大学附属病院の小児救命救急センターや県立こども病院

などを中心に、重篤患者の受け入れ体制を確保している。 

今後は、少子化や医師の働き方改革による影響等も踏まえ、休日や夜間におい

ても、適切に小児救急医療を提供できるよう、小児医療における医療資源の集約

化及び各医療機関相互の役割の明確化を検討していくとともに、引き続き、小児

救急医療機関の適正受診を推進する必要がある。 

※４ 周産期搬送コーディネーター： 

産科医療機関において発生又は消防本部に要請があった妊産婦・新生児搬送患者を円滑に

搬送するため、総合・地域周産期医療センター等と調整を行い、受け入れ先の選定を行う

医師、助産師等 

 

（５）在宅医療の推進（添付資料２参照） 

高齢化に伴い在宅医療（※５）の需要が増加し、在宅患者数は令和 22(2040)年

以降にピークを迎えると見込まれ、在宅医療に関わる人材の確保が課題である。 

そのため、在宅医療を推進する拠点として、県医師会に「茨城県地域包括ケア
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推進センター」を設置し、在宅医療への医師の参入促進と多職種連携を推進して

いるが、今後見込まれる在宅医療の需要増加に対応するためには、これらの取組

を更に強化していく必要がある。 

さらに、第８次計画において、在宅医療圏（市町村）ごとに「在宅医療におい

て積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を選定

したところであり、関係機関・団体と連携し、在宅医療が切れ目なく円滑に提供

される体制の整備を図る必要がある。 

※５ 在宅医療： 

医師、看護師、理学療法士などの多職種が連携し、住み慣れた自宅や介護施設、サービス

付き高齢者住宅等、患者が望む生活の場において提供する、看取りまでを含む医療 

 

（６）県立中央病院等の最適な整備のあり方 

水戸保健医療圏は、県北など周辺地域からも多くの患者を受け入れる重要な地

域である一方、急性期機能を担う同規模の病院が多数競合し、医療機能の分化・

連携が進んでいないことや、県立中央病院や県立こども病院を含む複数の医療機

関において施設の狭隘化、老朽化などの課題がある。 

長年にわたり、病院の再編統合についての議論がなされてきたものの、結論に

は至らない状況が続いていたが、水戸地域に多くの医師を派遣している筑波大学

からの意見等もあり、令和７(2025)年２月の水戸地域医療構想調整会議において、

６病院（※６）を２つの拠点病院（県立病院と公的病院）を中心とした病院群に

再編する方針について合意がなされた。 

今後は、新たな県立拠点病院の整備に取り組むとともに、各病院間での役割分

担等について更に協議を進めていく必要がある。 

※６ ６病院：（県立）県立中央病院、県立こども病院 

（公的）水戸協同病院、水戸済生会総合病院、水戸医療センター、水戸赤十字病院 

 

２ 施策の方向性 

（１）地域の医療機能の分化・連携 

地域医療構想調整会議における地域の医療機能の分化や連携に係る協議の活性

化を図るため、地域医療に係る各種データを提供するとともに、地域の医療機能

の分化・連携に向けた医療機関の取組を支援する。 

また、将来的に持続可能な医療提供体制の確保を図るため、「医療提供圏域」の

考え方に基づき、主に高度医療に関する医療機関の役割分担や連携強化に向けた

協議を継続する。 

さらに、現在、国において検討が進められている新たな地域医療構想について

は、令和７(2025)年度中に国が策定するガイドライン等を踏まえつつ、地域の実

態に即した構想となるよう、地域の関係者と協議しながら策定を進めていく。 
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（２）救急医療体制・病院前救護等の充実 

  ① ＩＣＴの活用による救急搬送等の効率化 

茨城県救急医療情報システムについて、令和６(2024)年 12 月から救急隊が

現場でОＣＲ（※７）機能により免許証などから読み取った傷病者情報を、患

部などの写真とともに、一斉に複数の医療機関へ共有する機能を実装したとこ

ろであり、引き続き、ＩＣＴを活用して、救急搬送の効率化を推進していく。 

遠隔医療ネットワークの拡充については、脳疾患等の急性期分野における

「遠隔画像診断治療補助システム」の導入医療機関数と利用件数の拡大に向け

支援を行うとともに、心疾患や救急分野など他の診療科での活用を推進してい

く。 

※７ ОＣＲ：光学文字認識。免許証や保険証などの写真画像から文字を認識し、テキスト 

データに変換する機能 

 

 ② 救急医療機関の適正受診・救急車の適正利用等の推進 

消防本部など関係団体と連携し、ＡＥＤや心肺蘇生法の普及啓発に取り組む

とともに、茨城県救急電話相談の 24時間 365日対応での実施や、救急搬送にお

ける選定療養費の徴収に係る取組の周知啓発などにより、救急医療の適正利用

を図る。 
   
  ③ 救急医療における医療機能の集約化及び各医療機関相互の役割の明確化 

将来にわたり持続可能な救急医療体制を確保するため、救急医療における医

療提供圏域の設定について協議し、圏域ごとに集約化と役割分担の検討を進め

るとともに、中核医療機関が緊急度の高い傷病者を一刻も早く受け入れできる

よう、ドクターヘリやドクターカー等の効率的な運用を図る。 

また、中核医療機関のベッドが満床でも傷病者を一時的に受け入れ、処置中

に消防機関が入院先医療機関を探すことができる取組を進める。 

さらに、中核医療機関が満床で救急を受けられない状態を回避するため、メ

ディカルソーシャルワーカー（※８）など専任の転退院コーディネーターの中

核医療機関への配置支援や、茨城県救急医療情報システムに実装した転院搬送

調整機能の活用により、急性期を脱した救急患者の転院搬送の円滑化を図る。 

※８ メディカルソーシャルワーカー： 

医療機関に勤務する社会福祉士。患者や家族の相談にのり、療養中の心理的・社会的問

題の解決、調整援助や転退院援助、社会復帰援助などを支援 

 

（３）周産期医療体制・小児医療体制の充実 

   周産期医療体制については、高度で専門的な周産期医療を提供するため、引き

続き、総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターが安定的に

運営できるよう支援していくとともに、ハイリスクの分娩（※９）を取り扱う周

産期母子医療センターに負担が集中しないよう医療機関等の役割分担の検討を

進める。 

また、身近な地域で正常分娩（ローリスクの分娩）できる医療体制を維持する

ため、引き続き、医療機関の負担が大きい当直の非常勤医等の確保を支援する。 
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小児医療体制については、休日や夜間においても、患者の重症度・緊急度に応

じた適切な小児救急医療を提供できるよう、引き続き、小児救急を担う医療機関

を支援するとともに、小児医療における医療提供圏域の設定について協議し、圏

域ごとに集約化と役割分担の検討を進める。 

また、保護者が安心して子育てができる環境を整備するため、茨城県子ども救

急電話相談（#8000）の 24 時間 365 日体制での実施や、パンフレット・ホームペ

ージ等による小児救急医療の普及啓発を図る。 

※９ ハイリスクの分娩：合併症妊娠や重症妊娠中毒症など母子の生命や健康に重大な影響を与

える要因をもった分娩のこと 

 

（４）在宅医療の推進 

在宅医療に関心を持つ医師を増やすため、在宅患者の増加など、今後見込まれ

る医療需要について周知するとともに、医師の不安を軽減するため、在宅医療体

験研修や在宅医による講話等を実施し、在宅医療への医師の参入促進を図る。 

また、限られた人材を有効に活用するため、在宅医療に関わる各専門職の役割

や具体的な取組を共有し、各職種の相互理解を深め、多職種の効果的・効率的な

連携体制の整備を進めるとともに、ＩＣＴ技術の活用を検討するなど、医師の負

担軽減や多職種の連携強化を図る。 

さらに、地域の医療需要と資源に応じた在宅医療を提供するため、市町村や関

係機関・団体を交えた意見交換等により、地域課題を把握し、課題解決を図るな

ど、各地域の実情に応じた円滑な在宅医療提供体制の整備を進める。 
 

（５）県立中央病院等の最適な整備のあり方 

  水戸地域医療構想調整会議で合意された方針に基づき、新たな県立拠点病院は、

小児・周産期の医療機能を集約し、県が責任を持ってこどもの医療を担っていく

とともに、高度で専門的ながん医療など、県立中央病院と県立こども病院の強み

をさらに強化し、がん、小児、周産期を柱に、出生前から老年期に至るまでの高

度医療を切れ目なく提供する拠点病院として、10年以内の開院を目指して整備を

進めていく。 

また、公的病院が担うもう一方の拠点病院を含めた地域全体の将来像について

も速やかにまとめるべく、水戸地域医療構想調整会議等における再編・機能分化

に向けた議論を一層加速させていく。 
 

３ 今後の対応・改善の方向 

  人口減少や少子高齢化が進展する中にあっても、将来にわたって県民誰もが安心

して必要な医療を受けることができるよう、関係機関と協力しながら、医療機能の

分化と連携を進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制づくりを推進して

いく。 
 

（添付資料） 

 ・資料１ 救急・周産期・小児救急医療体制図 

・資料２ 在宅医療提供体制のイメージ 
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五霞町境町
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行方市

桜川市

茨城町
大洗町

小美玉市

城里町

八千代町

守谷市

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

輪番制実施  水戸地域を除く 10 地域 
輪番制病院    46 施設 

水戸地域（11 市町村） 
救急医療二次病院 17 施設 

○日製日立総合病院 

①ひたち医療センター 
②久慈茅根病院 
③高萩協同病院 
④北茨城市民病院 

日立地域 

○水戸医療センター 
○水戸済生会総合病院 
①水戸赤十字病院 
②水府病院 
③水戸中央病院 
④水戸協同病院 
⑤誠潤会水戸病院 
⑥県立中央病院 
⑦茨城東病院 
⑧大洗海岸病院 
⑨日製ひたちなか総合病院 
⑩常陸大宮済生会病院 
⑪保内郷ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 
⑫慈泉堂病院 
⑬久保田病院 
⑭水戸ﾌﾞﾚｲﾝﾊｰﾄｾﾝﾀｰ 
⑮勝田病院 

水戸地域 

〇土浦協同病院 
①鉾田病院 

②小美玉市医療センター 
③高須病院 
 

鉾田地域  

①小山記念病院 
②白十字総合病院 
③神栖済生会病院 

鹿行南部地域 

①石岡第一病院 
②石岡循環器科脳神経外科病院 
③山王台病院 

石岡地域 
○筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院 

①筑波学園病院 
②つくば双愛病院 
③いちはら病院 
④筑波記念病院 

つくば地域 

①茨城県西部ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 
②協和中央病院 
③結城病院 
④城西病院 

筑西地域 

○茨城西南医療ｾﾝﾀｰ病院 

①友愛記念病院 
②平間病院 
③古河赤十字病院 
④ホスピタル坂東 
⑤木根淵外科胃腸科病院 
⑥古河総合病院 
⑦つるみ脳神経病院 

茨城西南地域 

○土浦協同病院 
①霞ケ浦医療センター 
②東京医大茨城医療ｾﾝﾀｰ 
 

土浦･阿見地域 

①牛久愛和総合病院 
②つくばｾﾝﾄﾗﾙ病院 
③美浦中央病院 
④龍ケ崎済生会病院 

稲敷地域 

①JA とりで総合医療センター 
②取手北相馬保健医療ｾﾝﾀｰ医師会病院 
③きぬ医師会病院 
④総合守谷第一病院 
⑤東取手病院 
⑥水海道さくら病院 
⑦守谷慶友病院 

常総地域 

病院群輪番制の実施状況 

③ 

② 

○ 
① 

 ③① 

○ 

② 

① 

② 
③ 

③ 
①② 

④ 
①⑤ 

② ⑦ 
④ 

⑥③ 

④ 

⑤ 

③

② 
① 

③ 

① 
② 

② 
① 
③ 

① 
② 

③ 

⑪⑫⑬ 

④① 
○② 

⑤ 

 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑧ 

② 

二次救急 

高度救命救急センター ◎１施設 

救命救急センター   ○６施設 

三次救急 

水戸医療センター救命救急センター(S56.4～) 

○

土浦協同病院救命救急センター(H2.4～) 

筑波メディカルセンター病院救命救急センター(S60.2～) 

◎○ 
○ 

④ 

⑩ 

③ 

① 

④ 

茨城西南医療センター病院 

救命救急センター(H12.4～) 

水戸済生会総合病院救命救急センター(H22.4～) 

④ 

日立総合病院救命救急センター(H24.10～) 

⑥ 

⑭ 
⑮ 

筑波大学附属病院 

高度救命救急センター 

(R2.4～) 

 

⑦ 

救急医療提供体制図（二次・三次） 
令和７年（2025 年）４年１日 

実施地域 開始時期 市町村数 病院数
土浦・阿見 S56.8.1 3 3
筑西 S59.9.1 3 4
常総 S61.4.1 5 7
茨城西南 H2.4.1 7 8
つくば H9.4.3 1 5
鹿行南部 H9.6.1 3 3
石岡 H10.4.1 3 3
稲敷 H10.4.1 5 4
鉾田 H10.4.1 3 4
日立 H11.4.1 3 5
10地域 33市町村 46

資料１ 
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周 産 期 医 療 提 供 体 制 図 
令和7年（2025年）４月１日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 ■ 総合周産期母子医療センター ▲ 地域周産期母子医療センター ◆ 周産期救急医療協力病院 

県央・県北 
水戸済生会総合病院（周産期） 

県立こども病院（新生児科） 

(株)日立製作所日立総合病院 

水戸赤十字病院 

石渡産婦人科病院 

江幡産婦人科・内科病院 

県南東 土浦協同病院 ＪＡとりで総合医療センター 
小山記念病院 

東京医科大学茨城医療センター 

県南西 筑波大学附属病院 茨城西南医療センター病院 筑波学園病院 

 

小山記念病院 

（H22（2010年）.1.22指定） 

東京医科大学茨城医療センター 

（H22（2010年）.1.22指定） 

筑波学園病院 

（H22（2010年）.1.22指定） 

■ 
▲ 水戸赤十字病院 

（H18（2006年）.3.30指定） 

■ 

土浦協同病院 
（H17（2005年）.8.31指定） 

▲ 

JA とりで総合医療センター

（H18（2006年）.3.30指定） 

筑波大学附属病院 
（H17（2005年）.6.29指定） 

▲ 

茨城西南医療 

センター病院 

（H18（2006年）.3.30指定） 

県央・県北 

県南東 

県南西 

▲ 

■ 

水戸済生会総合病院（周産期） 
県立こども病院（新生児） 
（H17（2005年）.6.29指定） 

江幡産婦人科・内科病院 

（H22（2010年）.1.22指定） 

◆ ◆ 

石渡産婦人科病院 

（H22（2010年）.1.22指定） 

◆ ◆ 

◆ 

(株)日立製作所日立総合病院 

（H18（2006年）.3.30指定） 
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■小児救急医療提供体制図（二次・三次） 

  

 
 
 

【県央・県北地域】 （県央、県北） 

拠点病院方式 

・365 日、24 時間 

・県立こども病院  【小児救急中核病院】 

・平成 16 年 8 月 9 日～ 

【つくば市・筑西地域】（つくば、筑西） 

拠点病院方式 

・365 日、24 時間 

・筑波メディカルセンター病院  【小児救急中核病院】 

・平成 16 年 8 月 1 日～（準夜帯等） 

・平成 22 年 4 月 1 日～（365 日、24 時間） 

【土浦広域地域】 

（土浦・阿見、石岡、鉾田） 

拠点病院方式 

・365 日、24 時間 

・土浦協同病院 【小児救急中核病院】 

・平成 15 年 10 月 1 日～ 

【日立地域】 

拠点病院方式（準夜帯等） 

・夜間（365 日） 

：18:00～24:00 

・昼間（土・日・祝日，年末年始） 

：9:00～15:00 

・㈱日製日立総合病院 

・平成 14 年 10 月 1 日～ 

  （輪番制実施） 

・平成 21 年 4 月 1 日～ 

（拠点病院方式へ移行) 

【茨城西南地域】 

輪番制（休日・夜間） 

・夜間 （月～金、土） 

（祝日・年末年始を除く） 

  ：18:00～23:00 

・昼間（日（第 3 日曜を除く）、 

祝日、年末年始） 

：9:00～16:00 

・参加病院（４） 

 茨城西南医療センター病院 

 友愛記念病院 

 古河赤十字病院 

 古河総合病院 

・平成 14 年 4 月 1 日～ 

【常総地域】 

輪番制（休日・夜間） 

・夜間：17:00～23:00 

・昼間（日、祝日、年末年始）：9:00～17:00 

（土）：12:00～17:00 

・参加病院（２） 

 ＪＡとりで総合医療センター 

 総合守谷第一病院 

・平成 15 年 10 月 1 日～ 

【稲敷地域】 
輪番制（準夜帯等） 
・夜間（月～金）：18:00～21:00 
・昼間（土）：14:00～17:00 

（日）：9:00～15:00 
（祝日、年末年始）：9:00～12:00 

・参加病院（４） 
 東京医科大学茨城医療センター 
 龍ケ崎済生会病院 
つくばセントラル病院 
牛久愛和総合病院 

・平成 16 年 7 月 1 日～ 

● 

 ● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

●● 

● 

● 

【鹿行南部地域】 

拠点病院方式（休日・夜間） 

・365 日、24 時間 

 神栖済生会病院 

・平成 24 年 4 月 1 日～ 

 ※H26.4.1 から拠点病院 

【小児救命救急センター】 

・365 日、24 時間 

・筑波大学附属病院  

【小児救急中核病院】 

・平成 25 年 1 月 1 日～ 

県央・県北 
医療提供圏域 

県南東 
医療提供圏域 

県南西 
医療提供圏域 

令和 7(2025) 年 4月 1日現在 

※上記の医療提供体制図に重ねて記載のある３つの圏域は、主に高度医療に係る機能の集約化・役割分担

の明確化をより強力に推進するため、第８次茨城県保健医療計画において設定する「医療提供圏域」を

図示したものである。 
- 12 -



在宅医療提供体制のイメージ

※在宅医療の提供体制に求められる４つの医療機能
①退院支援 ②日常の療養支援 ③急変時の対応 ④看取り

在宅療養者

在宅医療の提供体制に求められる４つの医療
機能※の確保にむけ、必要な連携を担う役割
・地域の関係者による協議の場の開催
・包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整
・関係機関の連携体制の構築等

在宅医療の提供体制に求められる４つの医療
機能※の確保にむけ、積極的役割を担う
・自ら24時間対応体制の在宅医療を提供
・他医療機関の支援
・医療、介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援

市町村、地域包括支援セン
ターなど、73機関（令和７
(2025)年５月現在）

在宅療養支援診療所など、
100機関（令和７(2025)年５月
現在）

在宅医療において積極的役割を担う医療機関 在宅医療に必要な連携を担う拠点

多職種連携を図りつつ、
24時間体制で在宅医療を提供

在宅医療への医師の参入促進と多職種連携を推進
・地域課題の把握
・必要なデータの分析・活用支援
・地域の取り組み事例の横展開
・関係団体との調整 等

県（健康推進課、保健所、県地域包括ケア推進センター）

後方支援、広域調整等の支援

多職種の協働・連携により
在宅医療・介護を一体的に提供

医師

看護師

歯科医師

歯科衛生士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

薬剤師

介護支援専門員

医療ソーシャルワーカー

管理栄養士・栄養士

介護福祉士・介護職
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